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《所得税法第８条における中華民国源泉所得の認定原則》
の改正

Jan 2022. No. 1 |   KPMG Global Japanese Practice (Taiwan firm)

「所得税法第８条における中華民国源泉所得の認定

原則」第15点の1及び「源泉徴収義務者が外国営利

事業者に対して役務報酬或いは事業所得を支払う場

合の適用純利益率の査定申請に関する作業要点」が

2021年12月16日に改正され、即日より発効しました。

この改正により、源泉徴収義務者が自ら純利益率の

申請が出来るようになりました。

所得税法第８条における中華民国源泉所得の認定原

則第15点の1

中華民国国内に固定営業場所及び営業代理人を有

しない外国営利事業者が本法第8条第3号規定の役

務報酬又は第9号規定の事業所得を取得した場合、

収益の取得前に、関連証明書類を添付して税務機関

に適用の純利益率及び国内利益寄与度の査定を申

請し、査定を受けた純利益率及び寄与度により所得

額を計算し、本法に基づき申告納税する、又は源泉

徴収義務者が給付の際に規定の源泉率に基づき税

額を源泉徴収することができる。

源泉徴収義務者が前項に規定する外国営利事業者

に中華民国源泉所得を支払い、当該中華民国源泉所

得に対する源泉徴収税を実際に負担することの関連

証明を提示できる場合、当該所得を支払う前に、関連

証明書類を添付し、税務当局に適用する純利益率の

査定を申請し、当該純利益率に基づいて所得額を計

算し、規定の源泉徴収率により源泉徴収を行うことが

できる。

源泉徴収義務者が外国営利事業者に対して役務報

酬或いは事業所得を支払う場合の適用純利益率の

査定申請に関する作業要点

一． 中華民国国内に固定営業場所及び営業代理人

を有しない外国営利事業者（以下、外国営利事

業者）が、所得税法第8条第3項に規定の役務報

酬又は第9号規定の事業所得を取得し、且つそ

の所得が同法第88条規定の源泉徴収の範囲に

属する場合、源泉徴収義務者は所得税法第８条

における中華民国源泉所得の認定原則第15点

の1第2項規定により、中華民国の源泉所得支払

前に関連証明書類を添付し、税務当局に適用す

る純利益率の査定を申請し、当該純利益率に基

づいて所得額を計算し、規定の源泉徴収率によ

り源泉徴収を行うことができる。

二． 前述規定の申請者が源泉徴収義務者の場合、

取扱い税務当局は源泉徴収義務者の所在地の

国税局とする。

三． 純利益率の査定方法

源泉徴収義務者が第1点に記載の中華民国源泉所

得を支払う場合、以下の規定によりその純利益率を

査定する。

（一）税務当局が外国営利事業者の主要営業項目を

査定するために、契約書、外国営利事業者の主

要営業項目及び証明するに足る文書を提示する

ことが出来る場合、当該主要営業項目に適用さ

れる同業者利益水準による純利益率で査定する。
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（二）実際の純利益率が、前号規定により査定された

純利益率より高いことを税務当局が発見した場合、調

査で入手した資料に基づき査定する。

四． 添付が必要な証明書類

（一）実際に負担した第一点に記載の中華民国源泉所

得の源泉所得税関連証明書類

（二）署名され、すでに発効した契約書（中国語訳を含

む）

（三）外国営利事業者の営業内容の説明

（四）外国営利事業者の主要営業項目の証明書類

五． 所得税課徴規定

源泉徴収義務者が第1点に記載された中華民国源泉

所得を支払い、第3点の規定により査定された純利益

率に従って所得額を計算する場合、所得税法第88条

の規定に基づき、規定の源泉徴収税率で源泉徴収を

行う。

中華民国国内に固定営業場所及び営業代理人を有し

ない外国営利事業者が中華民国を源泉とする役務報

酬及び事業所得を取得した場合、収益の取得前に、

関連証明書類を添付して税務機関に適用の純利益率

及び国内利益寄与度の査定を申請することができま

す。従前規定ではこの申請は外国営利事業者が行う

とされていました。

但し、実務上、当該所得の源泉徴収税を国内の買手

が負担すると契約に約定されることがよくあり、外国営

利事業者の授権書を取得できない場合には適用申請

を代行することができませんでした。今回の改正では、

外国営利事業者の授権書を添付することなく、源泉徴

収義務者が実際に源泉徴収義務を負担することを証

明する関連書類を提出し、自ら申請することが可能と

なりました。これにより、国内買手の源泉徴収の負担

を軽減することが可能となります。但し、源泉徴収義務

者は、外国営利事業者に対する報酬の支払前に、国

税局に申請を提出し、査定された純利益率及び寄与

度に基づいて所得額を計算し、源泉徴収を行わなけ

ればならないことに留意する必要があります。
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